
緊急事態宣言が解除されましたが、第二波、第三波
の恐れもあり、予断を許さない状況です。
一方、こうした状況の中でいかに経済を回復させる
か、私たちの生活を安定させていくかが重要な課題
です。
今は直接皆さんとお会いすることが難しい状況です。そんな中で少しでも皆さんに情報をお伝え
できればと思い、この紙を作成しました。議員は市民の皆さんの声を行政に届けることが仕事で
す。日々の暮らしでお困りの事があれば遠慮なく、堀りょういちまでご相談ください。

討議資料

横須賀市議会議員 堀りょういち 市政報告

新型コロナウイルス対策
臨時号（７/１(水)時点版）

横須賀市を盛り上げる様々な取組がスタートします！

６月臨時議会と定例議会において、コロナ対策や市経済の復活に向けた補正予算案が横
須賀市議会で可決されました。

○コロナで大きな打撃を受けた地元の小規模店舗をみんなで応援する「よこすか「地元の
お店」応援券」の発行。（6/29から店舗登録開始、今夏より購入申込み（抽選）開始予定）

○サイクルツーリズムのモデル事業を開始。e-bike(電動アシスト付マウンテンバイク）で移
動し、三浦半島の自然を活用したアクティビティ、食、宿泊等を連動させることで、横須賀市
の新たな観光の目玉に。

○地域経済に大きな効果をもたらす団体観光客の誘致を進めるため、横須賀のバスツ
アーを行う事業者に対して助成金を拡大。

○地域活性化のためにeスポーツ*を推進。全国大会、国際大会などの開催も目指し、最終
的にeスポーツを横須賀市の文化に根付かせていく。

○国から約33,000㎡の土地を取得し、観光交流拠点である長井海の手公園（ソレイユの
丘）を整備・拡張。R3〜４年度に公園整備を行い、R5年４月にリニューアルオープンを予定。

もちろん、これだけではコロナによる負の影響から脱却し、横須賀市を盛り上げるのには不
十分と感じています。財政的にも厳しい状況ではありますが、苦しさをバネに、皆さんと共
に、この街を魅力的なものにしていきましょう。皆さんのお知恵をぜひお貸しください。

*eスポーツとは、「エレクトロニック・スポーツ」の略称で、複数人のプレイヤーで対戦するゲームをスポーツと解釈し、
eスポーツと呼びます。世界の競技人口は1億人以上と言われ、日本でも国体の文化プログラムとしてeスポーツが
採用されるなど徐々に盛り上がりを見せています。
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堀りょういち・プロフィール

▼1986年本町育ち・根岸町在住/ 4人兄弟の長男 / 祖父はドブ板通り｢堀整形外科｣院長

▼長岡保育園→ 汐入小 → 坂本中 → 県立横須賀高校(57期)→ 早稲田大学 政治経済学部政治学

科→松下政経塾(本市出身では初) →アクセンチュア（株）にてIT・財務業務改革に従事→

自殺対策を推進するNPO法人で、深刻な悩みを抱える人の相談・支援に従事。

▼2019年に横須賀市議会議員に初当選。現在２年目。

☆所属 根岸町３丁目町内会・大津観光協会・ドブ板通り商店街振興組合・本町青年会・

消防団第3分団・横須賀剣道連盟・日本子ども虐待防止学会・ファザーリングジャパン

☆趣味 剣道(三段)、クラシックピアノ、スポーツ吹矢、タップダンス(予定)

堀りょういち horitter_yksk ryoichi_hori↑公式LINE始めました！

事務所：〒239-0807 横須賀市根岸町3-15-7-1303 電話：080-4327-7787 発行元：堀りょういち事務所

日々の生活が苦しいという方へ〜遠慮なくご相談ください。
新型コロナウィルスの影響で、「生活が苦しい」「明日の暮らしが不安」というご相談を多くい
ただくようになりました。病気や怪我などで働゙けない、仕事を失ったなどの様々な理由により生
活が立ち行かなくなることは、誰にでも起こりうることです。
経済的に苦しく、生活に困っている方が最低限の生活を保証されることは、憲法にも明記され
た国民の権利です。
ご相談いただければ、プライバシーに最大限配慮しつつ、受けられるサービスや窓口のご紹介
等をしています。私でなくても、市の担当者でも他の議員でも構いません。諦めてしまう前に、
一度ぜひご相談ください。下記は一例です。

１人10万円特別定額給付金は
いつ届くの？

郵送で申請された方について、入金予定時期の目安が
公開されました。多くの方から「いつ入金されるのか」と
不安の声をいただいています。現在、市職員が部局横断
で土日返上で対応しています。今しばらくお待ち下さい。

生活保護は暮らしのセーフティネット。遠慮なくご相談をください。

（事業主の方向け）

市の家賃補助を受け
たら、国の家賃補助は
受けられないの？

横須賀市は、独自で家賃補助
制度を行っており、対象を今
年の３，４月分から５月分まで
拡大しました。

さらに、国が「家賃支援給付
金」の支給を決定しました。要
件を満たせていれば、市で補
助を受けた方も、国の給付金
を受け取ることは可能です。
国の給付金の申請は７月以降
の見通しとのことです。

ひとり親世帯へ給付金
（児童扶養手当の認定を受け
ていない方も対象に ）

貸付・家賃補助
食の支援

市職員の臨時雇用
（学生対象も）

各種保険料の減免
住宅ローン返済の
猶予・つなぎ融資

公共料金等の
支払猶予


